
 

地方鉱山保安協議会に係る関連法令（抜粋） 

 

○鉱山保安法 

(鉱山保安協議会) 

第五十一条 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)

を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置

く。 

第五十二条 （省略） 

第五十三条 （省略） 

2 地方協議会は、保安に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に

応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べ

ることができる。 

第五十四条 （省略） 

2 地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労

働者を代表する者のうちから、産業保安監督部長が任命する。 

第五十五条 中央協議会及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、

再任を妨げない。 

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 委員は、非常勤とする。 

第五十六条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ会長を置き、学識経験の

ある者である委員のうちから、委員が互選する。 

2 会長は、会務を総理する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理

する。 

(政令への委任) 

第五十七条 この法律に定めるもののほか、中央協議会及び地方協議会に関し

必要な事項は、政令で定める。 

 

 

 

資料０－２

２ 



○鉱山保安協議会令 

(組織) 

第一条 （省略） 

2 地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)は、委員二十人以内で組

織する。 

3 中央協議会及び地方協議会(以下「協議会」という。)に、専門の事項を調査

させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

(専門委員の任命等) 

第二条 （省略） 

(部会) 

第三条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があら

かじめ指名する者が、その職務を代理する。 

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とす

ることができる。 

(議事) 

第四条 中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者

である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出

席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

2 地方協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決すること

ができない。 

3 協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。 

4 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ

ない。 

5 第三項の規定は、部会の議事に準用する。 

  



中部近畿地方鉱山保安協議会運営規程 

制定  平成１７年４月１日 

（会議の招集） 

第１条 中部近畿地方鉱山保安協議会長（以下「会長」という。）は、次の各
号の場合に会議を招集する。 

一、鉱山保安法（昭和２４年法律第７０号。以下「法」という。）第５３条第
２項の規定により、中部近畿産業保安監督部長（以下「監督部長」という。）
から諮問されたとき 

二、委員の定数の３分の１以上にあたる委員が連名で会議の招集を求めたとき 

三、その他会長が必要と認めたとき 

２ 会議の招集は、文書その他適当な方法で招集日の７日前までに行わなけれ
ばならない。 

  ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。 

 

（会議の成立） 

第２条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。 

 

（議事運営） 

第３条 会議は会長が主宰する。 

２  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が前項の職務を代

理する。 

 

第４条 委員の発言は会長の指示に従わなければならない。 

２ 会長は必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見
を述べさせることができる。 

 

第５条 会議は、原則として、会議の公開、議事録及び配布資料の公開などを
行うことにより、透明化の措置を講ずる。ただし、会長が必要があると認め
るときは、会議、議事録又は配布資料の一部又は全部を非公開とすることが
できる。 

２ 傍聴人は、会場において会長の指示に従わなければならない。 

３ 会長は、前項の指示に従わない者を退場させることができる。 

 

（議決の方法） 

第６条 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会
長の決するところによる。 

２ 欠席委員は書面により他の委員にその議決権を委任することができる。 

 

（地区部会） 

第７条 中部近畿地方鉱山保安協議会（以下「協議会」という。）に次の地区
部会を置く。 

一、 中部地区部会 

  二、 近畿地区部会 



 

第８条 地区部会は、次の事項について審議する。 

  一、中部地区部会においては、中部地区の鉱山保安に関すること。 

  二、近畿地区部会においては、近畿地区の鉱山保安に関すること。 

 

第９条 地区部会に属すべき委員は、学識経験のある者である委員、鉱業権者
を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のうちから
会長が指名する。 

２ 地区部会に地区部会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、

当該部会に属する委員が互選する。 

 

第10条 地区部会の運営については、会長の同意を得て地区部会長が定めると
ころによる。 

 

第11条 会長は、必要があると認めるときは事案を地区部会に付託することが
できる。 

 

第12条 地区部会の議決は、会長の同意を得て、協議会の議決とすることがで
きる。 

 

（専門部会） 

第13条 協議会及び各地区部会に、それぞれ専門の事項について調査審議させ
るため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に専門部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出す
る。 

３ 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、協議会に置かれる専門部会にあ
っては会長が、各地区部会に置かれる専門部会にあっては地区部会長が指名
する。 

 

（庶務） 

第14条 協議会及び中部地区部会の庶務は、中部近畿産業保安監督部において、

近畿地区部会の庶務は、中部近畿産業保安監督部近畿支部において処理する。 
 

（雑則） 

第15条 この規程において定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則  

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

  



中部近畿地方鉱山保安協議会中部地区部会運営要領 

制定  令和７年４月１日 

（会議の招集） 

第１条 中部近畿地方鉱山保安協議会  中部地区部会長（以下「部会長」とい
う。）は、次の各号の場合に会議を招集する。 

一、中部近畿地方鉱山保安協議会運営規程第１１条の規定に基づき、中部近畿
地方鉱山保安協議会長（以下「会長」という。）から事案の付託を受けたとき 

二、中部近畿地方鉱山保安協議会中部地区部会（以下「部会」という。）  に
属すべき委員の定数の３分の１以上にあたる委員が連名で会議の招集を求めた

とき 

三、その他部会長が必要と認めたとき 

２ 会議の招集は、文書その他適当な方法で招集日の７日前までに行わなけれ
ばならない。 

  ただし、緊急の必要があるときはこの限りでない。 

 

（会議の成立） 

第２条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。 

 

（議事運営） 

第３条 会議は部会長が主宰する。 

２  部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が前項の職務を
代理する。 

 

第４条 委員の発言は部会長の指示に従わなければならない。 

２ 部会長は必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意
見を述べさせることができる。 

 

第５条 会議は、原則として、会議の公開、議事録及び配布資料の公開などを
行うことにより、透明化の措置を講ずる。ただし、部会長が必要があると認め
るときは、会議、議事録又は配布資料の一部又は全部を非公開とすることがで
きる。 

２ 傍聴人は、会場において部会長の指示に従わなければならない。 

３ 部会長は、前項の指示に従わない者を退場させることができる。 

 

（代理人） 

第６条 委員はあらかじめ部会長の同意を得て、代理人１名を選任することが
できる。 

２ 代理人は委員に事故その他理由がある時は、その委員に代わって会議に出
席し、意見を述べ、又は議決に参加することができる。 

３ 前項の規定により代理人が会議に参加するときは、その委員が出席して意
見を述べ、又は議決に参加する者とみなす。 

 

 



（議決の方法） 

第７条 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部
会長の決するところによる。 

２ 欠席委員は書面により他の委員にその議決権を委任することができる。 

 

（運営要領の改正） 

第８条 部会長は、この運営要領を改正しようとするときは部会に諮らなけれ
ばならない。 

 

（雑則） 

第９条 この要領において定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、
部会長が部会に諮って定める。 

 

附 則  

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 




